
事 務 連 絡  

令和４年９月２日  

 

 あはき療養費 施術管理者 様 

 

熊本県国民健康保険団体連合会医科審査課長  

 

   後期高齢者医療の窓口負担割合の見直し等に伴う療養費支給申請書の記 

載について 

 このことについて、令和４年１０月１日から、一定以上の所得を有する方の窓口負

担割合が１割から２割に変更されます。 

 つきましては、療養費支給申請書の作成の際は、下記のとおり対応いただきますよ

うお願いします。 

記 

① 給付割合等の記載について 

  裏面を御参照の上、○を付けてください。 

② ・「請求額」の記載について 

   「合計」に患者の一部負担金の割合に応じた割合（９割・８割・７割）を乗じ

た金額を記入してください。その際、１円未満の端数があるときは、その端数

金額は切り捨てて計算してください。 

  ・「一部負担金（１割・２割・３割）」の記載について 

   該当する負担割合に○をつけ、「合計」の額から「請求額」の額を差し引いた金

額を記入してください。 

 

【連絡先】 

医科審査課審査支援係 TEL:096-365-1383 

       ①        ① 

② 

    ② 

【あんま・マッサージ様式】 【はり・きゅう様式】 



【 申請書記載例 】

後期高齢者で１割負担（給付割合が９割）の場合

後期高齢者で２割負担（給付割合が８割）の場合

後期高齢者で３割負担（給付割合が７割）の場合

※○は不要
【 参 考 】

国保一般（７０歳未満）の場合

国保高齢受給者（７０歳以上７５歳未満）で２割負担の場合

国保高齢受給者（７０歳以上７５歳未満）で３割負担の場合

※○は不要
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